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◆今週の宇宙ニュース

11月25日 日本経済新聞 「Ｈ２Ａ、商業衛星打ち上げ成功」

三菱重工業と宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２４日午後３時５０分、カナダの衛星運用大手テレ
サットの通信放送衛星を載せた主力ロケット「Ｈ２Ａ」２９号機を種子島宇宙センター（鹿児島県）から打ち
上げた。発射から４時間半後に衛星を分離し、予定の軌道に入れた。日本のロケットで初めてとなる商
業衛星の打ち上げに成功した。日本の宇宙開発は新たな歴史を刻んだ。Ｈ２Ａの打ち上げ成功は２３回
連続で、成功率は９６・６％（２９機中２８機）。国際社会の信頼を得る目安の９５％を上回る。三菱重工は
信頼性の高さをアピールし、欧州やロシア、米国の企業が先行する国際市場で受注獲得をめざす。

今回、商業衛星の受注に合わせてロケットの第２段エンジンを改良した。飛行時間を従来の３０分から
４時間半に延ばし、衛星を高度３万６千キロメートルの静止軌道近くまで運べるようにした。衛星が軌道
への移動に使っていた燃料が節約でき、衛星の寿命が延びる。

◆ANN News: https://www.youtube.com/watch?v=BzV3zh_b‐1Y

https://www.youtube.com/watch?v=9tn‐feaut10

◆ comparison with MD:  https://www.youtube.com/watch?v=r9FZDotVYZI
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授業の前に・・・

◆先週までの復習
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As astronauts are envoys of mankind in outer space, states parties 
nees to cooperate to resue them in the case of emergency.  

If states parties find them in their territory, they are oblized to get 
them back to the state of registry.

Rescue Agreement
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1．はじめに （P. 467）

◆以下、小説「The Third World War」（by General Sir John Hackett）より

1985年8月4日 旧ソ連は、軌道上にある米国の通信衛星および監視衛星に攻撃

→NATOは気を取られ、ワルシャワ軍の動きに気が付かず

→大規模な通信遮断のため、ヨーロッパ中での旧ソ連による攻撃に対応できず

⇒世界初の宇宙戦争に旧ソ連は勝利した

◆Hackett：「旧ソ連が宇宙空間で攻撃に成功したのは、1970年代の対衛星開発のせいだ」

◆対衛星プログラムは小説の幻想ではなく、むしろ歴史上もっとも高価な軍備競争

◆このコメント（本教材）の目的は、対衛星（ASAT）兵器の検討（examine）である

ASATの定義 開発の概要 → 平時であれ戦時であれ、ASATが世界に与える影響に言及

ASATに関する国際法を深く分析

↓

ASATの制限・制限に関する実定法の変更について提言

8



2．背景 （P. 468）
A. ASATの定義

◆ASATｓ 衛星迎撃機 ハンターキラー衛星とも呼ばれる

「他の宇宙物体の目的に干渉する潜在性がある宇宙物体」

3つの破壊メカニズムのうち1つを使う

①運動エネルギー （爆発物や非爆発の衝突による）

②エネルギー照射 （高エネルギー・レーザー）

③核エネルギーによる放射線

◆ASATは大型の対衛星兵器システムの一部 破壊する仕組みに加えて、

「目標物の取得するのに必要なセンサー・コントロール・機器」も含む

◆ある衛星は、主に他の機能を果たすために設計されているがASAT性能を有する

→多機能衛星
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4．ASATと国際法 （PP. 483‐484）
B. ASATに影響する実定法

3．宇宙条約 D. ASATに関する宇宙条約とその他の宇宙法

◆宇宙条約

第1条 「月その他の天体を含む宇宙空間はすべての国によって、国際法に従い、自由に探査
および利用できる」

第3条 「国連憲章を含む国際法に従い・・」

◆国連憲章

第2条4項

「領土保全もしくは政治的独立に対する武力による威嚇および使用を慎まなくてはならない」

⇒武力による威嚇および武力の使用は（その準備も含め）、地上で禁止されている

⇒宇宙空間においても同じ ⇒ASATによる他国への攻撃は禁止される
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4．ASATと国際法 （P. 484）
B. ASATに影響する実定法

3．宇宙条約 E. 宇宙条約とASAT （要約・まとめ）

◆（宇宙条約）第4条のもと、

核兵器その他の大量破壊兵器は地球軌道を周回することは禁止されているが、

軌道を回らない物体であれば、もしくは核兵器その他の大量破壊兵器でなければ、

第4条の下では許容される

◆「平和目的」条項にある侵略活動の禁止が宇宙空間に適用されるかどうかについて

見解の一致は見られない

しかしながら、国際法の適用を宇宙空間に拡大することにより、

（宇宙条約）第3条は武力による脅威もしくは武力行使を構成するASAT活動を禁止する

◆それゆえ、ある特定のASATは軌道上では禁止されていないが、

侵略的な方法でのそれらの使用は国際法違反となる
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4．ASATと国際法 （PP. 484‐485）
B. ASATに影響する実定法

4．戦略的兵器制限交渉（SALT） A. SALT I

◆SALT Iの最初の会合で次のような条項が設けられた

第12条

第1項 国際法で一般的に認められた国内法の諸原則に合致する方法で、裁量により、

自国の検証技術手段を自由に使用するものとする

第2項 第1項に従い行われた他国の検証技術手段を妨害してはならない

「自国の検証技術手段」（NTM)の主要な方法は偵察衛星である

同二国間協定は、暗に、SALT Iの検証に使用する偵察衛星の使用の妨害を禁止している

しかし、SALT I は、ASATに関する問題について対処していない

→偵察衛星以外の衛星は禁止されていなく、宇宙空間におけるASATの開発・試験について

何の合意にも至らなかった
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4．ASATと国際法 （PP. 485‐486）
B. ASATに影響する実定法

4．戦略的兵器制限交渉（SALT） B. SALT II

◆もし批准されていたら、SALT IIは米ソのASAT開発に重要な効果があったであろう←未批准

第9条1項（ｃ）

断片的に（地球軌道を）周回するミサイルを含め核兵器およびWMDの開発・実験・配置を禁止する

◆宇宙条約における禁止条項を拡大するものであった （FOBS）

しかし、すでに所有する打上げ機の解体・破壊までは求められなかった

◆SALT II はSALT Iと同じく、自国の検証技術手段（NTM）に頼るものであり、両国ともにNTMを妨害し
てはならないとする

NTMの定義はない

米国・国務省のNTM定義「光学偵察衛星を含む」 ←批准されなかったため、ASAT条約も無理
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4．ASATと国際法 （P. 486）
B. ASATに影響する実定法

4．戦略的兵器制限交渉（SALT） C. SALT協定（要約）

◆SALT  IIは両国の批准を持ってのみ発効する

◆SALT Iは批准され、検証目的で使っている衛星を含むNTMの妨害を禁止

◆SALT IIが批准されていれば、宇宙条約第4条（の適用範囲）が拡大されていた

⇒断片的に地球を周回するミサイルも禁止されていたであろう
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4．ASATと国際法 （PP. 487‐488）
B. ASATに影響する実定法

5．ASATに関する最近の交渉 A. 現在までの背景と交渉

◆米ソの二国間交渉協定は不明瞭

◆旧ソ連はASAT開発で先行しており、交渉には関心なし

◆交渉に優位になるためにも、米国はASATの開発を始めた →宇宙空間における軍拡競争へ

◆旧ソ連は米国の優位を恐れ、米国は巨額の費用をかけたくなかった →1976年交渉へ

◆1978年～ 協議開始 →しかし同意に至らず

◆両国ともに、ASAT開発のモラトリウムを課さず、開発を続行

◆ASATの制限の協議へと移行

◆協議中、米国はASAT兵器の貯蔵における不均衡は受け入れられないことを明確にした
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4．ASATと国際法 （P. 488）
B. ASATに影響する実定法

5．ASATに関する最近の交渉 B. 潜在的な問題

◆米国は旧ソ連のASAT装備ミサイルの解体を交渉したかった

◆旧ソ連は新たな対衛星システムの実験の禁止であれば受け入れるであろう

◆米国は旧ソ連が優位なASAT性能を持つことを許容しない

旧ソ連が既存のASAT兵器を解体拒否すれば、米国はASATシステムを開発せざるを得ない

◆旧ソ連は米国のスペースシャトルはASATであると考える

→ASATモラトリウムにシャトル実験を入れるべき

→米国は猛反対

◆米国はシャトル計画をやめないが、ASATとしてシャトルを使わないことには喜んで同意する
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4．ASATと国際法 （PP. 488‐489）
B. ASATに影響する実定法

5．ASATに関する最近の交渉 B. 潜在的な問題

◆米ソ以外にも宇宙空間を軍事利用する能力を持つ国はある

→中国・ドイツ・フランス

◆米ソの二国間協定のあとでも、問題は残る →義務履行の検証への合意はまた困難

→衛星の査察は打上げ射場や軌道上で明示的に許されていない

→代わりに、遠隔での確認を好む （偵察衛星による）

◆米国は宇宙空間の兵器システムは遠隔技術手段で探知・監視できると自信を見せた

→遠隔システムは簡単ではない

→少数の衛星が密かに配置される →ASAT配備は探知されず →検証も複雑

◆米カーター大統領 ASAT制限へ

→協定がなければ、ASAT配備を進めると（旧ソ連へ）警告 →急務

→一度技術が完成しシステムが配備されれば、問題は未解決に
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4．ASATと国際法 （PP. 490‐491）
B. ASATに影響する実定法

5．ASATに関する最近の交渉 C. ASAT使用の合法性「武力」

◆国際法は特別な状況に正当化される武力行使を認識する

国連憲章 第51条「自衛権」

「この章のいかなる規定も、加盟国に武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平
和と安全の維持に必要な措置を取るまでの間、個別的または集団的自衛の固有の権利を害する
ものではない」

→宇宙空間にも適用

→米ソも同じ見解

◆「宇宙機の活動が国家領土を超えるとしても、国家は防衛手段を取る権利を有する、という見解
へ合意されつつある」とする説

→「十分な脅威」の普遍的な解釈無

→過去には、飛行機による偵察も軍事的対応を正当化した （例：U‐2事故）
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4．ASATと国際法 （PP. 491‐492）
B. ASATに影響する実定法

5．ASATに関する最近の交渉 C. ASAT使用の合法性「武力」

◆Prof. Zhukov 「スパイ活動に高度の違いはない」 →スパイ衛星に対するASAT攻撃を正当化

◆自国の宇宙活動を守るために、軍事能力に訴えるかもしれない

◆元国務相Rusk長官も示唆

◆宇宙条約が違反された場合には、米国は軍事措置が執る可能性あり

→国家が宇宙空間もしくは宇宙空間から十分に威嚇されたと思った場合に、ASAT使用に訴えること
ができるように思われる （実際はいかに・・）
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